
 

 

令和５年 春休みの生活   佐賀市小・中学校生徒指導協議会 

 
１．毎日の生活について 

（１）生活計画書にしたがって、規則正しい生活をしよう。 

（２）家族の一員として、手伝いなど自分の役割に責任をもって取り組もう。 

（３）金銭については、保護者の指導のもとで大切に使おう。 

（４）地域の人々との交流や体験を通して豊かな心を育もう。 

２．外出について〔外出する時は、「誰と、どこへ、何をしに行き、何時ごろ帰宅する」を家族に伝えよう。〕 
（１）服  装 ①小学生：小学生らしい服装を心がけよう。 

②中学生：中学生らしい服装を心がけよう。 

（２）帰宅時間 ・個人外出：小学生は午後５時、中学生は午後６時までに帰宅しよう。 

（３）通  塾 ・塾への行き帰りは交通事故に気をつけよう。 

（４）そ の 他 ・小学生が大型ショッピングセンター等には行く場合は 

保護者と一緒に行こう。 

            ・友人間の外泊は、しないようにしよう。 

３．遊びについて 

（１）出入り禁止場所…法的禁止場所、ビリヤード場、カラオケボックス、

まんが喫茶（インターネットカフェ）、ゲームセンター（ゲーム

コーナー含） 

   ＊大型遊戯施設においても上記の場所への立入はしない。 

（２）保護者同伴で可…ボウリング場、バッティングセンター、ゴルフ場、キャンプ、コンサート等 

（３）映画…小学生については保護者同伴、中学生は単独でもかまわない。 

（４）危険な遊び 

① 生命に危険を及ぼすような遊びはしない。 

→ 爆竹、ロケット花火、モデルガン遊び等、危険性の高

い遊び 

② 生命に危険を及ぼすような場所では遊ばない。 

→ 河川やクリーク等の禁止場所での釣り及び危険行為 

（５）火気…花火は事故のないよう保護者同伴でしよう。 

４．交通安全について 〔交通ルールを遵守しよう。〕 
（１）自転車の二人乗り、無灯火、並進をしない。（路上駐輪禁止） 

（２）小学生は必ずヘルメットを着用しよう。 

（３）車の直前直後の横断、歩行、車道への飛び出しに注意しよう。 

５．情報機器の取り扱いについて [保護者に管理してもらおう。] 
（１）ネット依存にならないような生活をしよう。 

（２）スマホやネットからダウンロードできる音楽プレーヤーやネット対戦のできる

ゲーム機でもLINEなどのSNSが使用できるため、必ず保護者責任のもとで管

理をしてもらおう。 

  ＊悪質なサイトで犯罪被害にあわない。LINEなどのSNSを利用してのトラブルを起こさない。 

  ＊勝手に他人の画像や動画をLINEやTikTok、Instagram、YouTubeなどにアップロードしない。 

（個人情報の流出や肖像権を侵害しない。） 

    ※悪質な書き込み、勝手なアップロードは警察から指導【逮捕】される場合もあります。 

６．その他  

（１）他人に迷惑をかけず、法に触れるような行為は絶対にしないようにしよう。 

（２）金銭の無駄遣いをしないようにしよう。 

（３）たかり、恐喝、痴漢、変質者、誘拐に注意しよう。 

（被害にあったら、１１０番通報しよう。車のナンバー、色、形、車種等をメモしよう。） 

 

今年度重点目標 

警察、青少年センターへの連絡 

※佐賀南警察署 ℡（２３）６１１０ 

※佐賀北警察署 ℡（３０）１９１１ 

※青少年センター℡（２３）２８３４ 

事件・事故は、１１０番通報！！ 


